
〔  　　　　　　　〕消費生活相談電話

横浜市消費生活総合センター

045-845-6666 平　日　9：00 ～ 18：00
土・日　9：00 ～ 16：45

相談事例など暮らしに役立つ情報満載！

□  突然の訪問点検には安易に応じない！

□  身分証の事業者名などを確認する！

□  複数社から見積りを取り、検討する！
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トラブル防止のポイント

消 情費 報生 活

くくららししナビナビnavi 発行：横浜市消費生活総合センター
“お互いに 一声かけて見守りを！”

月次相談リポート

高額な料金の請求も⁉高額な料金の請求も⁉
分電盤の無料点検に注意！分電盤の無料点検に注意！

令和６（2024）年　1２月号

　「分電盤の無料点検をする」と突然訪ねてきた事業者に
点検を依頼した。「火災の恐れがあり交換が必要！」と 
言われ、慌てて15万円の工事を契約してしまった。
 （相談者：８０歳代 女性）

　「自治会の委託で分電盤の点検に来た」と点検は義務だと
思わせたり、「交換せずに発生した火災には保険がおりない」
などと不安をあおって契約をせかす場合もあります。契約を 
勧められてもその場ですぐに契約せず、点検や機器交換が
必要か不安な時は、契約先の電力会社等に相談しましょう。


